
国立・国定公園特別地域内において捕獲等を規制する動物の選定に関する

自然公園法参照条文

◎自然公園法（昭和三十二年法律第百六十一号）抄

（特別地域）

第十三条 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公

園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域（海面を除く。）内に、

特別地域を指定することができる。

２ （略）

３ 特別地域（特別保護地区を除く。以下この条において同じ。）内においては、次

の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道

府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定さ

れ、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為（第五号に掲げる行為

を除く。）若しくは同号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された際既に着手して

いた同号に掲げる行為若しくは第七号に規定する物が指定された際既に着手してい

た同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この

限りでない。

一～十 （略）

十一 山岳に生息する動物その他の動物で環境大臣が指定するもの（以下この号に

おいて「指定動物」という。）を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を

採取し、若しくは損傷すること。

十二～十五 （略）

４～９ （略）


